
2019/12/5 島根県報道発表資料

https://www3.pref.shimane.jp/houdou/articles/149870 1/1

 トップへ戻る

掲載⽇ 平成30年9⽉25⽇
担当 原⼦⼒安全対策課 勝部
TEL 0852-22-5697
FAX 0852-22-5930
メール genshiryoku-taisaku@pref.shimane.lg.jp

2114 伊⽅原発３号機に係る仮処分の取消決定についての知事コ
メント

１．伊⽅原発３号機の運転差⽌めを命じた広島⾼裁の仮処分決定を不服とした
  四国電⼒(株)の申し⽴てによる異議審で、広島⾼裁が仮処分決定を取り消した
  と報道されているが、裁判の当事者ではないのでコメントは差し控えます。

２．なお、伊⽅原発３号機については、平成28年８⽉に再稼働した後、平成29年10⽉
  から定期検査のため停⽌し、平成29年12⽉13⽇の仮処分決定により運転できない
  状態が続いていたもの。

３．今後の動向を注視していく。
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